平成23年4月18日
カーボンフットプリント制度試行事業事務局
カーボンフットプリント算定・表示制度試行事業
CFP検証申請書のチェックリスト
本資料は、CFP検証申請書の事前のセルフチェック用のツールとして用意するものです。CFP検証申請を希望される申請事業者の方は、チェック済みの本資料を「CFP検証申請書」とともに事務局まで提出して頂きますようお願い申し上げます。
※チェック済のものは、「□」を「■」に変更してください。申請されるPCRに該当する内容が無い場合は「なし」と記載ください。
１．「(1)検証申請書」シートのチェックリスト
	No.
	内容
	申請者
	事務局

	1-1
	検証申請の資料一式以外に、事前検証や検証パネルで配布を希望する資料がある場合、「添付資料」欄に記載されているか。
（注）事務局はこの欄を確認し、追加的に資料を添付するか確認をするので、ここに記載がない場合はパネルで配付されない。
	□
	□


２．「(2)詳細情報」シートのチェックリスト
	No.
	内容
	申請者
	事務局

	2-0
	詳細情報シートについて、「最終財用」、「中間財用」が適切に選択されているか。
	□
	□

	2-1
	全般的に消費者に誤解を与えない表現となっているか。

（注）消費者の立場に立って申請書を読み返していただいて、ややこしい表現や、主語が明確になっていない文章、読み手によって解釈が変わるような文章などとなっていないかを確認してください）。

	□
	□

	2-2
	全般的に消費者が理解しやすい表現となっているか。

（注）消費者が理解できない専門用語などが使用されていないか。また、製品情報について箇条書きを利用するなど、見やすさに工夫しているか。
	□
	□

	2-3
	全般的にCFP制度と関係がない（GHG排出量と関連しない）製品の宣伝文句が記載されていないか。
（注）詳細情報の様式全体がCFP制度での検証対象であることから、製品情報やGHG排出量に関連のない記載は検証できません。
	□
	□

	2-4
	「1.2製品名称」については、検証対象製品の実態を適切に表現できているか。
（注）対象製品が限定的な商品であるにもかかわらず、製品名称が一般的な名称となりすぎている場合は不適当と考えられる。
	□
	□

	2-5
	「1.3製品の型式」については、検証を申請する特定の製品の型式となっているか。また、農産品等型式が存在しない場合は「-」となっているか。
	□
	□

	2-6
	「1.4製品の主要仕様・諸元」の記載が当該製品に関する記載となっているか。
（注）重量やサイズなど、商品の仕様・諸元が、一目で理解出来るようになっているかを確認すること。
（良くある事例）

「リサイクル30%」という記載については、「リサイクル材を30%使った製品」なのか、「製品が廃棄・リサイクル段階で30%リサイクルされることを想定して算定されている」のかが不明瞭。わかりやすく記載すること。
	□
	□

	2-7
	「1.5 CFP算定単位」はPCRに準拠しており、且つ実際の算定方法と一致しているか。

（注）1.4に「2セットで１製品」などと記載されている場合、算定単位が何を単位にしたのかわかりにくいことがあるため、前後の表現との関連も注意すること。
	□
	□

	2-8
	「2.1事業者名」は、コンサルタント会社など、当該製品との関連が直接ない事業者名を記載してないか。

（注）詳細情報の問い合わせが2.1の事業者に行く可能性があり、適切な消費者対応をしていただく必要があるため。
	□
	□

	2-9
	「3.1CFP算定結果および表示方法」の「ｇ、㎏、ｔ」等の単位は消費者に伝わりやすいかものが選択されているか。
（注）123kgの場合、123000000mgなどとなっていないか。
	□
	□

	2-10
	「3.2内訳（ライフサイクル段階別）」の記載は、「データ入力と算出結果の詳細」の各段階の小計値が有効桁数3桁で直接入力されているか。

（注）データシートから直接コピーだと、有効桁数4桁目以降も転記されてしまい、3.2の合計値と、3.1の合計値がずれる事がある
	□
	□

	2-11
	「3.1CFP算定結果および表示方法」の記載は、「3.2内訳（ライフサイクル段階別）」にある5段階の数値の合計となっているか。

（注）消費者にとっては、詳細情報のデータが全てである。それにも関わらず、5段階を個別に足し合わせた数値と3.1の合計値が合わない事があると、消費者の混乱を招くので望ましくない。
	□
	□

	2-12
	「3.3 CFPマークへの記載方法」において、「表示方法の種別」は該当するPCR又は運用ルール等に準拠しているか。
	□
	□

	2-13
	「3.3 CFPマークへの記載方法」、「記載内容」の数値は、3.1の数値を転記するか、表示方法の種別に応じて3.1の数値から換算されているか。
（注）「単位量あたり」、「機能あたり」の数値を表示する場合は、3.3の数値は、3.2を個別に割り算した結果を足しあげるのではなく、3.1の数値を換算することが運用上決まっている。これは2-11と同様の理由である。
	□
	□

	2-14
	「3.3 CFPマークへの記載方法」、「記載内容」の数値を2桁にして表示する場合は、四捨五入ではなく、切り上げの数値となっているか。
	□
	□

	2-15
	「3.3 CFPマークへの記載方法」、「追加情報表示部の記載内容」に、PCRで規定された追加情報部への必須表示項目が記載されているか。
（注）PCRにおいて、「～を記載する」や「～を記載しなければならない」とあるものが必須表示事項である。「～することが認められる」や「～することができる」というものは、必須表示ではない。
	□
	□

	2-16
	「3.3 CFPマークへの記載方法」、「追加情報表示部の記載内容」に定量的なリサイクルの効果等を記載する場合は、その効果となる数値の根拠データが適切に収集され、検証を受けているか。
	□
	□

	2-17
	「3.3 CFPマークへの記載方法」、「追加情報表示部の記載内容」に円グラフ等を記載することが推奨されている。記載する場合は、5つのライフサイクル段階の数値と円グラフの割合が整合しているかを確認する。また、他のライフサイクル段階に比べて極端に数値が低い段階がある場合に、円グラフ上で表示されないケースがあることから、矢印などを用いて示すなどの工夫を行うこと。
	□
	□

	2-18
	「3.4備考」において、他の検証結果を引用している場合は、その検証番号を引用した旨が記載されているか。
	□
	□

	2-19
	3.1及び3.3において、CFP値の4桁表示を希望している場合（例えば、1.23kgを1230gと表記する場合）、「3.4備考」において、「CFP値の有効数値は3桁であるため、3.2の段階別数値の合計と3.1及び／又は3.3の数値が異なっています」といったの説明がされているか。
	□
	□

	2-20
	「4．算定条件」の参照する認定PCRの番号は最新か。名称が適切か。
	□
	□

	2-21
	「4．算定条件」の参照する共通原単位DBのver.は最新か。名称が適切か。
（注）名称について、「カーボンフットプリント制度試行事業用CO2換算量共通原単位データベース（暫定版）ver.～～」の「ver No」が間違えているケース、「用」が抜けているケースが散見される
	□
	□


３．「(3)マーク表示」シートのチェックリスト
	No.
	内容
	申請者
	事務局

	3-1
	「カーボンフットプリントマーク等の仕様」に従って、アクセス情報部等の「必須情報」が記載されているか。

（注）マークのサイズによって記載が必須となる情報が変わるので、実際に商品に貼付するスペースを勘案し、想定されるサイズも含めて様式に記載すること。
	□
	□

	3-2
	PCRに規定されている必須表示項目が記載されているか。
	□
	□

	3-3
	PCRに規定されている追加情報表示部の必須表示項目が記載されているか。
	□
	□

	3-4
	製品に貼付された場合に、消費者に誤解を与えるような表示となっていないか。
	□
	□

	3-5
	詳細情報に記載されている表示内容と齟齬がないか。
	□
	□

	3-6
	お皿の中の数値や円グラフを使用するときのパーセンテージなどの数値について、詳細情報シートの内容が適切に反映されているか。
	□
	□


４．「(4)フロー図」シートのチェックリスト
	No.
	内容
	申請者
	事務局

	4-1
	当該製品のフローを適切に表現した図が記載されているか。
（注）印刷時に切れないように印刷のプロパティで調整してください。

	□
	□


５．「(5)データ入力と算出結果」シートのチェックリスト
	No.
	内容
	申請者
	事務局

	5-1
	PCRで規定されている必要なデータ項目が収集されているか。
	□
	□

	5-2
	PCRで規定されている必要な１次データ項目が収集されているか。
	□
	□

	5-3
	収集した１次データの数値等の根拠となる情報「（６）根拠及び妥当性記入シート」の参照番号が、適切に記載されているか。
（注）番号がずれているケース、存在しない番号を参照しているケースが散見されるので注意すること。


	□
	□

	5-4
	各プロセスにおけるマテリアルバランスは確認されているか。
	□
	□

	5-5
	CFPマーク使用許諾検証済製品のCFP値を原単位として利用している場合は、当該製品「そのもの」を利用していることを確認したか。
	□
	ナシ

	5-6
	共通原単位DBより原単位を引用している場合、原単位の番号を「備考欄」に記載したか。
	□
	□

	5-7
	適切な原単位が共通原単位DBで見あたらないかった場合で、他の原単位をあてはめた場合、備考欄に「あてはめ」と記載したか。
	□
	□

	5-8
	共通原単位DB等からの転記ミスがないか、備考欄の番号を用いて改めてチェックしたか
（注）その際、単位（トン→kgなどの換算ミスが無いか確認すること。
	□
	□

	5-9
	記入されていない行が残った場合には、行が削除されているか。
	□
	□


６．「(6)データの根拠」シートのチェックリスト
	No.
	内容
	申請者
	事務局

	6-1
	データに関する説明が明確に記載されているか。読み手が読みやすいように、簡潔に記載されているか。
（注）生データからコピーしたデータで、10桁ぐらいあるものを記載しているケースが見受けられたが、非常に見にくいため有効桁数3桁で記載すること。
	□
	□

	6-2
	配分の根拠は十分に検討されているか。

（注）同工場で他（多）製品を製造している場合、生産工程のユーティリティの配分方法について、検証パネルで論点となることが多い。過大な配分を行い、過小評価になっていないから良いと主張される事業者がいるが、実態に近くかつ妥当な配分方法を模索する必要があり、その配分とした考えについても記載もしくは説明できるようにする必要がある。
	□
	ナシ

	6-3
	カットオフがある場合、その方法はPCRに準拠しており、かつ十分な根拠に基づいて行われているか。

（注）CFP制度の場合、GHG排出量ベースのカットオフをすることになっているため、いったん総GHG排出量を算定しなければならないことから、実際の申請においてカットオフが適用されるケースが少ない。しかし、妥当なカットオフであれば当然認められることから、カットオフをする場合は、寄与度の分析等妥当性の説明がされる必要がある。
	□
	ナシ

	6-4
	シナリオの選択及び内容がPCRに準拠しており、且つ十分な根拠に基づいているか。

（注）申請者が独自にシナリオを設定することは出来ない。ただし、輸送シナリオについては、距離、重量、積載率のいずれかの1次データを取得することができる場合は、その1次データで置き換えても良い。
	□
	ナシ

	6-5
	同じ内容の根拠を繰り返し記載するのは避けて、参照番号を統一するなど、見やすさの工夫がなされているか。
	□
	□
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